
「介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針」要約と補足 

 

 「介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針」要約を記載いたします。 

特に注意が必要な部分については、事務局補足を加えておりますので、併せてご覧くださ

い。 

 

実習受け入れ事業所に求められる準備と実習の展開方法 

実習を実施するために、準備・実施・フォローの各段階で実習受け入れ事業所が取り組むべき

ことの全体像は以下の通りである（各取組の具体的な内容は後述）。 

 

 

 

１ 実習受け入れ事業所としての協力 

(1) 基本的な考え方 

実習は、受講者にケアマネジメントの実践現場を体験（体感）してもらい、介護支援専門員の

職業倫理や業務に対する姿勢、要介護高齢者の多様な生活の実態などを知ることが目的である。 

したがって、これから介護支援専門員となる受講者に対し、ケアマネジメント業務に対する姿

勢や職業倫理の模範を示すとともに、多様な要介護高齢者の生活実態を見せることができる環境

が要求される。 

こうした環境を提供できる事業所として、主任介護支援専門員が配置されており指導体制が整

っている特定事業所加算取得事業所が適切であり、その役割を果たすことが求められることから

平成２７年度介護報酬改定では、特定事業所加算の算定要件に「実習の受け入れ」が追加された

ところである。 

また、地域全体のケアマネジメントの水準を底上げしていくという、地域への貢献も期待され

ており、特定事業所加算取得事業所は、こうした趣旨を理解して積極的な実習受け入れへの協力

を求める。 



(2) 必ず実施すべきこと 

・実習指導ができる知識や見識を持つ職員の育成 

・実習を受け入れられるための業務量の調整 

・実習を受け入れた場合の服務規程等、受入体制の整備 

 

(3) 実施が望ましいこと 

・実習受け入れの経験を生かす 

 例 新しい介護支援専門員を採用する場合の職場見学や試用期間 

採用直後の新任者に対するOJTの体制整備 

ポイントを絞ったミーティングの実施 

 

２ 実習指導者の選定、指導者向け研修等への参加 

(1) 基本的な考え方 

実習指導者には、受講者に対し、適切な知識・技術を提供するだけでなく、業務に対する姿勢

や倫理観の模範となることが求められる。また、利用者訪問の際に受講者を同行させて多様な要

介護高齢者の生活を「見学」することから、利用者ごとの関係性を適切に構築していることを、

身を以て示すことが必要である。 

実習指導者は、原則として主任介護支援専門員であるが、単に主任であるかどうかだけでな

く、実習指導者として上記を踏まえた対応ができる人材を選定することが必要である。 

 

(2) 必ず実施すべきこと 

実習指導者の選定 

…経験や知識・技術、倫理観、利用者との関係構築の実績等を考慮して選定する。 

 

実習対象事例の選定 

…実習対象とする事例を選定する。 

実習の目的は大きく２つあり、１つはアセスメントやケアプランの作成といった業務を実行

し、ケアマネジメントの実践をより具体的に理解することである。もう１つは、ケアマネジメン

トの実践までは行わずとも、利用者宅の訪問やサービス担者会議等への参加を通じて、利用者の

生活の多様性を理解することである。 

前者の場合は、ケアマネジメントプロセスの一連の流れを現場で経験することから、新規の利

用者もしくはケアプランの変更が必要となった利用者（※１）を取り上げる。 

また、後者の場合は、後期課程、専門研修との連続性も踏まえ、「一人暮らしの事例」「認知

症の人の事例」「入退院／入退所の事例」、「インフォーマルサービスによる支援を活用してい

る事例」「ターミナルケアの事例」といった事例があれば、それらを積極的に取り上げる。 

さらに、今後の地域包括ケアシステムの構築に向けた動き等を踏まえれば、地域の介護保険サ



ービス以外の多様な社会資との連携のある事例を取り上げる。（※２） 

 

実習対象事例となる高齢者への事前同意の取得 

…実習の中で受講者とともに訪問することになる高齢者に対し、事前に書面による同意を取得

する。 

 

サービス担当者会議等での合意 

…サービス担当者会議等に受講者が出席することについて、事前に関係機関からの同意を取得

する。 

 

実習指導者の業務量の平準化 

…実習期間中は実習指導者の通常業務に係る業務量を考慮する必要があるため、実習指導者の

通常業務を他の職員でカバーするなど、業務分担の調整を行い、事業所内で共有する。 

 

実習指導者への説明 

…実習指導者に対し、介護支援専門員法定研修ガイドライン及び本指針を説明し、法定研修に

おける実習の目的や意義、具体的な展開方法などを共有するとともに、事業所内の認識を共有

する。 

 

(3) 実施が望ましいこと 

都道府県や研修実施機関が当該地域の実習指導者を集めて説明会を開催する場合、管理者等

は、実習の目的や指導の視点等を実習指導者に理解させるため、実習指導者をこの説明会(※)に

参加させること。（※補足 今回はこの文書にて代えさせていただきます。） 

※１ 補足 

 ケアプラン作成実習の題材として適切かどうかを判断する必要があります。 

新規利用者の中で適切な事例がない場合、以下の点に留意しつつ、既存の利用者に対し、

新規として訪問、ケアプラン作成実習を行ってください。 

 ・困難事例や希少事例を避ける。 

・既存のケアプランを見せることはしない。 

・既存のサービスを利用することを前提としない。 

※２ 補足 

 これらの事例については、「見学実習」として実施し、「ケアプラン作成実習」の事例と

しないこと。（実務研修受講者には難しい事例であることが多いため） 



３ オリエンテーション、訪問へ向けた実習準備 

(1) 基本的な考え方 

実習の効果を高めるには、実習に入る前に実習の目的や受講者各自の課題認識を確認した上

で、ケアマネジメントの実務の全体像を理解し、実習対象となる事例について事前学習するとい

った準備が重要である。 

単に現場体験をするだけでは気づきや学びが偏ったり不足したりするため、「事前準備」と

「事後の振り返り」が極めて重要となる。中でも事前準備では、訪問日程の確認や利用者への接

し方・マナーだけでなく、事前に実習指導者が把握している実習対象となる利用者の情報に基づ

き、実際に訪問した場合に、指導者自らが高齢者にどのように対応するのかを想定することによ

り、具体的に何を学んでもらいたいのか（学習のねらい）について、定めることが重要である。 

したがって、訪問に出る前に必ず事前研修の時間を取り、利用者に関する情報の共有とともに

学習のねらいを設定し、その内容は研修記録シート等を活用して記録する。 

 

(2) 必ず実施すべきこと 

ケアマネジメントの実務の全体像の説明 

…実習では、居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントの実務の全体像を理解することも

重要である。したがって、受入事業所における業務の流れ、各事業所において整備している職

務上のルール等を具体的に説明し、実務に対する理解を深められるようにする。 

 

訪問時のコミュニケーションに対する留意点の確認 

…各受講者は基礎資格における実務従事期間に一定程度、高齢者との接点を持っていると考え

られるが、介護支援専門員としての対応姿勢について予め確認するとともに、留意点について

説明する。 

 

利用者情報の共有 

…訪問する利用者の情報について、実習指導者が事前に把握している情報を適切に伝達する。

具体的には実習指導者から、その利用者の概略を説明するとともに、受講者が自ら利用者に関

する情報が記載された種々の資料を読み込んで理解する時間を確保する。 

 

実習を通じて学ぶべき課題（学習のねらい）の設定 

…訪問に臨む前に研修時間を確保し、受講者とともに、その訪問でどのような情報を把握する

のか、また実務における各場面から何を把握するのかなど、その意味も含め学ぶべき課題とし

て設定する。特に実習の目的の２点目である多様な高齢者の生活実態を知るための訪問につい

ては、モニタリングの場面での訪問となることから、その訪問におけるモニタリングのポイン

トを具体的に設定し、それをどのように把握するのかなどの実習を通じて学ぼうとする課題を

設定する。 



(3) 実施が望ましいこと 

学ぶべき課題の設定においては打合せ形式で検討する方法に加えて、より具体的な課題を効果

的に設定するため、訪問場面を想定したシミュレーション（ロールプレイング）も活用すること

が望ましい。 

 

４ 実習の実施（同行訪問を通じた指導、記録の作成支援等） 

(1) 基本的な考え方 

実習の実施においては、実際のケアマネジメント業務の現場（高齢者の生活の場）に入り、一

連のケアマネジメントプロセスを体験するとともに、高齢者の多様な生活の実態を知る。 

実習中は、現場でしか得られない情報の収集や受講者自身が感じることの収集に注力するとと

もに、後に適切な振り返りを行えるよう、記録の作成が重要である。 

なお、実施要綱では実習期間は「３日程度」と示されているが、これは連続する３日間で実施

しなければならないということではなく、例えば半日や数時間程度の訪問を複数の日にまたがっ

て実施し、結果として合計の実習時間数が３日程度相当になればよい。 

 

(2) 必ず実施すべきこと 

・高齢者の自宅への訪問やサービス担当者会議への参加の前に、その方についての情報を事前に

理解し確認しておくよう徹底する。 

・実習記録用紙については、原則として実習実施後、その日のうちに作成する。 

・実習指導者１人で複数の受講生を担当する場合、オリエンテーションやサービス担当者会議等

への参加など、複数名でまとめて実施できる環境では、まとめて実施して差し支えない 

 

(3) 実施が望ましいこと 

介護支援専門員として求められる高齢者との接し方、職業倫理に基づく姿勢について、自身の

行動を以て示すだけでなく、具体的な現場での自身の対応方法及びその背景にある考え方を、で

きるだけ各場面において、その都度、その現場で説明することが望ましい。 

 

５ 実習後の振り返り、受講者へのフィードバック 

(1) 基本的な考え方 

実習で学んだことを具体化するために、実習後の振り返りは必須である。特に、受講者がすぐ

には言葉にできないが気づいたこと、感じたことに着目し、これを言語化するサポートを行うこ

とが重要である。 

一事業所で複数の受講生の実習を受け入れた場合には、複数の受講生をまとめて実習後の振り

返りを実施することを基本とする。これは他の受講者が経験した実習での学びも共有することで

学習効果を高めることが期待できる。 

 



(2) 必ず実施すべきこと 

研修記録シート等の作成・まとめ 

…振り返りの基本材料は研修記録シートと実習記録用紙である。したがって、実習期間中は 

毎日、実習記録用紙の作成を徹底することが必要である。「介護支援専門員地域同行型研修」

を実施する地域においては、この研修で活用するシートを利用して研修記録を作成しても差し

支えない。 

 

振り返りの時間の確保 

…実習を通じて感じたことや気づいたことを振り返るとともに、当初設定した学習のねらいに

対してどのような成果があったかを評価する時間を確保する。受講者がうまく言語化しにくい

ことを少しずつ具体化するプロセスこそが重要であるため、利用者との面談と同じように、落

ち着いて面談できるような環境と時間の確保が必要である。 

 

振り返り結果のフィードバック 

…実習指導者は、学習課題の具体化に向けた支援を行う。ここでは受講者の習熟度の判断では

なく、実務研修後期課程での学習効果が高まるよう、その受講者自らが今後さらに学んでいく

べきことを具体化することが重要であることから、振り返りで確認した内容を踏まえて、受講

者が自ら具体化できるよう適切に支援することが必要であり、その支援したポイントについて

研修記録シートに記載する。 

 

他の受講者との学びの共有（一事業所で複数の受講者を受け入れている場合） 

…一事業所で複数の受講者を受け入れている場合は、前述２項の取り組みを複数の受講者につ

いて共同でまとめて実施する。実習指導者からのフィードバックも受講者一人ひとりではな

く、まとめて実施することにより、他の受講者の学習内容も共有することでより幅広い視点で

振り返りが行えることから、具体的には各受講者の研修記録シートを共有し、実習で得たこと

を共有する。 

 

(3) 実施が望ましいこと 

・後期研修課程の科目や学習内容を参照し、受講者自ら具体化した学習課題が具体的にどの科目

に関連するのかを示す。 

・実習中作成したケアプランについて、後期課程で行うケアマネジメントプロセスの実践的な展

開の科目につなげるためにも、フィードバックの中で、改善案を併せて示す。 

 

  



６ 実習の実施全体の振り返り 

(1) 基本的な考え方 

次年度以降の実習の受け入れをより効果的なものとしていくためには、個々の受講者へのフィ

ードバックだけでなく、その期間の実習受け入れ全体について、実施体制や指導体制についてど

のような成果と課題が見られたかを振り返ることが必要である。 

特に、実習指導者が十分に実習指導を展開できるような、事業所としての業務環境整備に関わ

る課題については、次年度以降の実習受け入れに向けての改善事項として具体的に 

整理しておくことが重要であり、研修実施機関や都道府県と共有することも必要である。 

 

(2) 必ず実施すべきこと 

管理者等と実習指導者での実習受け入れ全体の振り返り 

…実習期間が終了した後に、事業所の管理者と実習指導者が集まり、実習受け入れ全体の振り

返りを実施する。具体的には訪問に関するトラブルや課題の有無、実習指導者の業務量の調整

などについて振り返り、課題を整理する。 

 

(3) 実施が望ましいこと 

実習受け入れ準備の項でも触れた通り、実習受け入れ体制を整えることは、事業所における新

たな介護支援専門員の採用やOJT の体制整備につながる。 

したがって、実習全体を振り返った結果明らかになった課題については、次年度の円滑な実習

受け入れに向け、事業所の組織・業務環境の改善として速やかに取り組むことが望ましい。 


